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～浸水被害から県民の命と生活を守る

「総合治水」の推進を目指して～

兵 庫 県
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説明の流れ

１.条例化に至った背景
２.総合治水条例の概要
３.推進する上での課題と対応
４.現在の取組状況
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平成16年
台風第23号

死者1名、県内152の雨量観測所のうち約半数で既往最大を観測

平成21年
台風第９号

平成23年
台風第12号
台風第15号

住宅床上・床下浸水 約7,100棟

死者20名、行方不明者2名
住宅全半壊約1,100棟 床上・床下浸水 約1,800棟

死者26名
住宅全半壊約7,900棟 床上・床下浸水 約10,800棟
・山腹崩壊等による流木・土砂の流出が被害を拡大
・避難しない住民と避難が遅れた住民

・改修の及んでいない千種川中上流域で甚大な被害、
流木・土砂の流出
・避難判断に役立つ危険情報が不十分、避難中の事故

・広範囲での避難勧告発令
・利水ダムの治水活用の問題提起

豊岡市

佐用町

高砂市

近年の台風災害における主な課題と対策

・県民緑税を活用した「災害に強い森づくり」
・ＣＧﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの県HP公表、水位予測ｼｽﾃﾑ

・超過洪水対策（輪中堤、二線堤）
・洪水ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ拡充、河川監視ｶﾒﾗ、ﾃﾞｰﾀ放送で情報配信、氾濫予測ｼｽﾃﾑ
・山地防災・土砂災害対策緊急5箇年計画

課題

対策

課題

対策

１．条例化に至った背景
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１．条例化に至った背景

河川・下水道の整備を基本とした『これまでの治水』では、
浸水被害を防ぐことが困難。

大雨が発生する頻度の増加

度重なる大雨がもたらす甚大な浸水被害

人口高齢化等による浸水被害構造の深刻化

河道拡幅・雨水管整備等を行う「河川下水道対策」

雨水を一時的に貯留・地下に浸透させる「流域対策」

浸水した場合の被害を軽減する「減災対策」

＋＋

＋＋

総合治水
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１．条例化に至った背景

武庫川における総合治水の取り組み

平成５年 武庫川ﾀﾞﾑ建設事業に着手

武庫川における「総合的な治水対策」を先進事例として、
これを基に総合治水の全県展開を図る。

平成16年 武庫川流域委員会の設置

平成21年 河川整備基本方針策定

河川法の改正(H9)等を踏まえ、知事が「合意形成
の新たな取り組みを行うとともに、総合的な治水対
策をゼロベースから検討」 と表明

【武庫川の主な経緯】

平成23年 河川整備計画策定

県計画では唯一、整備目標
のなかに、河川対策とは別
に、『流域対策』を定量的に
規定

平成12年
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１．条例化に至った背景

県、市町、県民が協働して総合治水に取り県、市町、県民が協働して総合治水に取り

組むための「よりどころ」となる条例を制定組むための「よりどころ」となる条例を制定

「総合治水」の理念の具体化

武庫川における先進的取組の全県展開

全国では昭和50年代から始まり、
武庫川では平成12年から検討が始ま
った総合治水であるが、従来は、「総
合治水」の具体的な取組を推し進め
るための根拠が無かった。



7

２．総合治水条例の概要

（１）目的

②②総合治水に関するあらゆる施策を定める。総合治水に関するあらゆる施策を定める。

①①総合治水の基本理念を明らかにする。総合治水の基本理念を明らかにする。

③③県・市町・県民が協働して総合治水を推進する。県・市町・県民が協働して総合治水を推進する。
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２．総合治水条例の概要

（２）特長

総合治水の推進に関するあらゆる施策を示した上で、総合治水の推進に関するあらゆる施策を示した上で、

県・市町・県民の責務を明確化県・市町・県民の責務を明確化

①①

ながすながす ためるためる（流域対策） そなえるそなえる（減災対策）

下水道の整備下水道の整備

河川の整備河川の整備

雨水貯留浸透機能

（校庭等）
（住宅等）

森林の整備・保全

遊水機能の維持

（農地等）

遊水機能の維持遊水機能の維持

（農地等）

情報把握・

訓練

情報把握・

訓練
耐水機能

(地下街)

(住宅等)
例：敷地の嵩上げ

例：遮水板の設置

耐水機能

(地下街)

(住宅等)
例：敷地の嵩上げ

例：遮水板の設置

（河川下水道対策）

早期の生活再建早期の生活再建

雨水貯留容量の確保

（ため池・利水ダムの事前放流等）

雨水貯留容量の確保

（ため池・利水ダムの事前放流等）

防災学習

他
他

県・市町・・・施策の策定・実施

県民・・・雨水貯留、災害への備え、施策への協力等
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２．総合治水条例の概要

（２）特長
総合治水に関する施策の計画的な推進を図るため、県

土を１１の地域に分け、各地域で「地域総合治水推進計「地域総合治水推進計

画」を策定画」を策定する枠組みを規定。

②②

県民

県土を１１の計画地域に分割

行政等

学識者

総合治水推進協議会

★河川流域を基本として ★計画地域ごとに設置

・基本的な目標、

・各対策の実施内容等

・・・

地域総合治水

推進計画

→策定時は「総合治水推進協議会」において広く県民の意見を聴く。

適宜、見直し、
ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ
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２．総合治水条例の概要

（２）特長
雨水の流出量が増加する一定規模以上の開発行為一定規模以上の開発行為を

行う開発者等に対し「重要調整池」の設置等を義務化「重要調整池」の設置等を義務化

③③

開発行為

★雨水流出量が増加するような

「調整池」の設置・保全

★雨水を一時的に貯めるための

一定規模以上

の開発行為

「重要調整池」として

設置等が義務化

違反時の罰則
あり
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２．総合治水条例の概要

（３）義務付けの考え方
①開発行為に対する調整池(｢重要調整池｣)設置の義務づけ

②「指定施設」の制度

罰則あり：
設置・適正管理義務違反→措置命令→命令違反に罰則
届出をしない、虚偽の届出→罰則

→「重要調整池」設置を義務づけ「重要調整池」設置を義務づけ→

← 開発行為届、重要調整池設置届 ←

雨水流出が増加する
１ha以上の開発行為

県

調整池設置
・適正管理

開発者

← （自主的）同意同意 ←

→ 指定指定 →
・雨水貯留浸透施設
・耐水化施設

等

所有者 等

「参
画
と
協
働
」

条例の趣旨

県

指定施設になると、
整備・維持が義務となる

12

②建物等の耐水機能
・浸水のおそれが高い建物等の所有者等に対し、耐水化の自主的取組を規定

・指定制度による実効性確保

２．総合治水条例の概要

（４）土地利用に係る規定

①土地利用計画策定者との連携
土地利用に係る計画の策定者に、浸水リスク等を「考慮」するよう

求める枠組

計画を定める者計画を定める者

土地の利用土地の利用
に関するに関する
計画計画

考慮考慮

当該土地の河川整備の状況当該土地の河川整備の状況

災害の発生のおそれの有無災害の発生のおそれの有無

水源のかん養の必要性 等水源のかん養の必要性 等

県

建物等の高床化建物等の高床化 遮水壁の設置遮水壁の設置
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３．推進する上での課題と対応

（１） 実効性のある推進計画

（２） 市町・県民の取組インセンティブ

（３） 県民に対する幅広い広報・周知

【課題】

14

３．推進する上での課題と対応

（１）実効性のある推進計画づくり

① 地域課題を熟知した委員の選定

② 随時見直しによるフォローアップ

③ 県管理施設等での雨水貯留等の率先実施

計画地域計画地域

但馬但馬
淡路淡路

丹波東部丹波東部

阪神東部阪神東部
阪神西部阪神西部

東播磨・北播磨・東播磨・北播磨・

丹波丹波

神戸神戸神明神明

西播磨東部西播磨東部

西播磨西部西播磨西部

（円山川）（円山川）

（（ ）代表的な河川）代表的な河川

（三原川等）（三原川等）

（猪名川）（猪名川）

（武庫川）（武庫川）

（竹田川）（竹田川）

（明石川）（明石川） （（新湊川）新湊川）

（加古川）（加古川）

（市川）（市川）

（揖保川）（揖保川）

（千種川）（千種川）

法華山谷川流域法華山谷川流域

中播磨中播磨

H24年度

H25年度

H26年度

計画地域計画地域

但馬但馬
淡路淡路

丹波東部丹波東部

阪神東部阪神東部
阪神西部阪神西部

東播磨・北播磨・東播磨・北播磨・

丹波丹波

神戸神戸神明神明

西播磨東部西播磨東部

西播磨西部西播磨西部

（円山川）（円山川）

（（ ）代表的な河川）代表的な河川

（三原川等）（三原川等）

（猪名川）（猪名川）

（武庫川）（武庫川）

（竹田川）（竹田川）

（明石川）（明石川） （（新湊川）新湊川）

（加古川）（加古川）

（市川）（市川）

（揖保川）（揖保川）

（千種川）（千種川）

法華山谷川流域法華山谷川流域法華山谷川流域法華山谷川流域

中播磨中播磨

H24年度

H25年度

H26年度
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（２）市町・県民の取組インセンティブ

①技術支援

・ 取組を促す技術的な指針の作成

②財政支援

・ 国に対する支援制度の創設・拡充の要望

・ 市町・民間への支援に向けた検討

〈策定済み〉雨水貯留浸透機能、貯水施設、建物等の耐水機能

〈策定中〉 ﾎﾟﾝﾌﾟ施設

③顕彰制度

・ 先進取組者に対する表彰 等

３．推進する上での課題と対応
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①あらゆる媒体・機会で広報（H24年度）
（ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ、ﾁﾗｼ、ﾎﾟｽﾀｰ、各種広報紙、ﾗｼﾞｵ、 新聞、説明会、研修会等）

（３）県民に対する幅広い広報・周知

②県民・民間事業者向けの啓発冊子の作成（H25年度）

３．推進する上での課題と対応
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但馬但馬
淡路淡路

丹波東部丹波東部

阪神東部阪神東部
阪神西部阪神西部

東播磨・北播磨・東播磨・北播磨・

丹波丹波

神戸神戸神明神明

西播磨東部西播磨東部

西播磨西部西播磨西部

（円山川）（円山川）

（（ ）代表的な河川）代表的な河川

（三原川等）（三原川等）

（猪名川）（猪名川）

（武庫川）（武庫川）

（竹田川）（竹田川）

（明石川）（明石川） （（新湊川）新湊川）

（加古川）（加古川）

（市川）（市川）

（揖保川）（揖保川）

（千種川）（千種川）

法華山谷川流域法華山谷川流域

中播磨中播磨

但馬但馬
淡路淡路

丹波東部丹波東部

阪神東部阪神東部
阪神西部阪神西部

東播磨・北播磨・東播磨・北播磨・

丹波丹波

神戸神戸神明神明

西播磨東部西播磨東部

西播磨西部西播磨西部

（円山川）（円山川）

（（ ）代表的な河川）代表的な河川

（三原川等）（三原川等）

（猪名川）（猪名川）

（武庫川）（武庫川）

（竹田川）（竹田川）

（明石川）（明石川） （（新湊川）新湊川）

（加古川）（加古川）

（市川）（市川）

（揖保川）（揖保川）

（千種川）（千種川）

法華山谷川流域法華山谷川流域法華山谷川流域法華山谷川流域

中播磨中播磨

４．現在の取り組み状況

H24年度策定した推進計画

（１）阪神西部（武庫川流域圏）

総合治水推進計画

（２）西播磨西部（千種川流域圏）

総合治水推進計画

（３）法華山谷川水系（加古川流域圏の一部）

総合治水推進計画

18排水機場整備
(東川・新川、洗戎川)

・中上流部・支川での河道整備
・下水道の整備・維持更新

・「環境の２原則」を適用した河川整備
・ｱﾕをｼﾝﾎﾞﾙﾌｨｯｼｭとして環境改善
実施

・校庭、ため池等を活用
した雨水貯留施設整備
（約64万m3）
・森林の整備、保全

・自治会主体の啓発活動
・手作りﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの導入支援
・氾濫予測システム等の活用

新規遊水地整備
(神戸市北区)

青葉台地区等での
河道整備

青野ﾀﾞﾑの
洪水調節容量拡大

津波避難ビルの洪水時活用
（尼崎市、西宮市、芦屋市）

下流部築堤区間での
河道整備、堤防強化

千苅ダムの
治水活用検討

・・・河川下水道対策

・・・流域対策

・・・減災対策

・・・環境配慮

・・・河川整備計画で

位置づけている区間

凡 例

篠山市

宝塚市

尼崎市

芦屋市

三田市

神戸市

伊丹市

西宮市

N

排水機場整備
(東川・新川、洗戎川)

・中上流部・支川での河道整備
・下水道の整備・維持更新

・「環境の２原則」を適用した河川整備
・ｱﾕをｼﾝﾎﾞﾙﾌｨｯｼｭとして環境改善
実施

・校庭、ため池等を活用
した雨水貯留施設整備
（約64万m3）
・森林の整備、保全

・自治会主体の啓発活動
・手作りﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの導入支援
・氾濫予測システム等の活用

新規遊水地整備
(神戸市北区)

青葉台地区等での
河道整備

青野ﾀﾞﾑの
洪水調節容量拡大

津波避難ビルの洪水時活用
（尼崎市、西宮市、芦屋市）

下流部築堤区間での
河道整備、堤防強化

千苅ダムの
治水活用検討

・・・河川下水道対策

・・・流域対策

・・・減災対策

・・・環境配慮

・・・河川整備計画で

位置づけている区間

凡 例

・・・河川下水道対策

・・・流域対策

・・・減災対策

・・・環境配慮

・・・河川整備計画で

位置づけている区間

凡 例

篠山市

宝塚市

尼崎市

芦屋市

三田市

神戸市

伊丹市

西宮市

NN

４．現在の取り組み状況

■河川下水道対策
・ 戦後最大(S36年)規模の
洪水を対象にした河道整備

■流域対策
・ 校庭･ため池等で約64万㎥
の雨水貯留
(効果量：甲武橋流量30㎥/秒)

・ 利水ﾀﾞﾑ(千苅ﾀﾞﾑ等)の治水
活用を検討

■減災対策
・ 自治会主体の啓発活動
・ 津波避難ﾋﾞﾙの洪水時活用等

（１）阪神西部（武庫川流域圏）総合治水推進計画
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４．現在の取り組み状況

１．校庭貯留（宝塚東高校） ２．太陽光発電予定地での貯留
（三田カルチャータウン）

武天神川
（武庫川支流）

天王寺川
（武庫川支流）

一時貯留箇所

ｵﾘﾌｨｽ

ｵﾘﾌｨｽ

ｵﾘﾌｨｽ

ｵﾘﾌｨｽ

ｵﾘﾌｨｽ

ｵﾘﾌｨｽ

周囲堤
周囲堤

周囲堤

一時貯留箇所

非常用洪水吐

武庫川天神川 天王寺川

非常用洪水吐 集水範囲

一時貯留箇所

一時貯留箇所

武天神川
（武庫川支流）

天王寺川
（武庫川支流）

一時貯留箇所

ｵﾘﾌｨｽ

ｵﾘﾌｨｽ

ｵﾘﾌｨｽ

ｵﾘﾌｨｽ

ｵﾘﾌｨｽ

ｵﾘﾌｨｽ

周囲堤
周囲堤

周囲堤

一時貯留箇所

非常用洪水吐

武庫川天神川 天王寺川

非常用洪水吐 集水範囲

一時貯留箇所

一時貯留箇所

県立三田

祥雲館高校

関西学院大学

三田ｷｬﾝﾊﾟｽ

太陽光発電
予定地

三田ｶﾙﾁｬｰﾀｳﾝ区域

N

内神川

太陽光パネル

沈砂池
(１ｍ掘り下げる)

沈砂池貯留
沈砂池を1m掘り下げて、雨水を一時的に貯留

堰板のイメージ
(25m間隔に堰板設置)

排水路貯留
排水路に堰板を設置し、雨水を一時的に貯留

堰板のイメージ
(25m間隔に堰板設置)

排水路貯留
排水路に堰板を設置し、雨水を一時的に貯留

＋
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４．現在の取り組み状況

（２）流域対策・減災対策の県・市町の促進策
条項 総合治水に関する施策 促進策

第21条土地等の雨水貯留浸透機能の付加
・技術指針の作成（県）
・県下11市町による各戸貯留設置の助成（市町）

第26条貯水施設による雨水貯留容量の確保
・技術指針の作成（県）
・台風・集中豪雨に備えるため池事前放流及び点検のきめ細やかな啓発（県）

第37条森林の整備及び保全
・’新ひょうごの森づくり’による森林管理（県）
・県民緑税を活用した’災害に強い森づくり’による防災林・里山整備、混交林化（県）

第38条浸水が想定される区域の指定
・全ての県管理河川での浸水想定区域図の公表（県）
・CGハザードマップの作成（浸水実績も随時掲載）（県）

第40条
浸水による被害の発生に係る
情報の伝達

・フェニックス防災システムでのリアルタイム情報の提供（県）
・兵庫県河川監視システム（監視カメラ）の供用（県）
・全ての県管理河川での河川氾濫予測システムの供用（県）

第41条浸水による被害の軽減に関する学習
・’ひょうご安全の日推進事業’による助成（県）
・防災教育に関する副読本での条例紹介（県）
・CGハザードマップの作成（浸水実績も随時掲載）（県）【再掲】

第42条
浸水による被害の軽減のための
体制の整備

第43条訓練の実施

第44条建物等の耐水機能の付加 ・技術指針の作成（県）

第49条集落の浸水による被害の防止 ・二線堤・輪中堤の設置（県、市町）

第50条
浸水による被害からの早期の
生活再建への備え

・兵庫県住宅再建共済制度（愛称：フェニックス共済）の運営（県）

流
域
対
策

減
災
対
策

・全ての県管理河川での浸水想定区域図の公表（県）【再掲】
・地域防災組織育成助成、各種防災訓練の実施（市町）
・地域防災力訓練補助（県）
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山陰海岸ｼﾞｵﾊﾟｰｸ（香住）

明石海峡大橋

ご静聴ありがとうございました。ご静聴ありがとうございました。

氷ノ山

神戸港


